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徳
島
県
告
示
第
百
三
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。令

和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

介
護
老
人
保
健
施
設

廃
止
の
届
出

開

設

者

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

の

受

理

日

介
護
老
人
保
健
施
設
正
静
絹

阿
南
市
桑
野
町
岡
元
五
ー
一

医
療
法
人
医
正
会

介
護
老
人
保
健
施

令
和
六
年
一
月
二

令
和
六
年
二
月
二

設

十
六
日

十
九
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
八
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

開

設

者

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

名

称

所

在

地

善
成
病
院

徳
島
市
佐
古
三
番
町
七
番
三
号

医
療
法
人
善
成
会

介
護
療
養
型
医
療
施
設

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

森
岡
病
院

同

八
万
町
大
野
五
番
一

医
療
法
人
敬
老
会

同

同

谷
医
院

吉
野
川
市
山
川
町
建
石
一
五
八
番
地

医
療
法
人
山
美
会

同

同



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
福
井
町
露
口
七
六
番

三
地
先
か
ら

旧

四
・
一
〜
一
八
・
七

一
、
三
九
三
・
七

同

大
宮
一
八
四

６

番
地
先
ま
で

由
岐
大
西

２

同

四
・
一
〜
一
八
・
七

一
、
三
九
三
・
七

新

同

七
・
三
〜
六
二
・
一

一
、
六
〇
一
・
八



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
吉
野
川
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
波
市
市
場
町
市
場
字
町
筋

三
五
五
番
四
地
先
か
ら

旧

三
・
九
〜
四
・
二

三
四
・
八

同

５

市
場
学
停
車

三
五
四
番
四
地
先
ま
で

２１

場

阿
波
市
市
場
町
市
場
字
町
筋

三
五
六
番
二
地
先
か
ら

新

八
・
〇
〜
一
一
・
二

三
四
・
八

同三
五
七
番
三
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

新
浜
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
か
ら

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

田
宮
北
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
か
ら

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

施
行
者
の
名
称

徳
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
下
水
道
事
業

矢
三
西
都
市
下
水
路

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
十
九
日
か
ら

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
徳
島
小
松
島
港
の
港
湾
施
設
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

港
湾
施
設
の
種
類

臨
港
交
通
施
設
（
道
路
）

二

名
称

沖
洲
（
外
）
線

三

位
置

徳
島
市
南
沖
洲
四
丁
目
二
六
番
五
六
三
地
先
か
ら

同

東
沖
洲
二
丁
目
六
八
番
二
地
先
ま
で

四

数
量
及
び
能
力

１

延
長

八
二
三
・
〇
メ
ー
ト
ル

２

幅
員

九
・
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
二
・
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

五

構
造
形
式

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

災
害
応
急
業
務
等
手
当

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
応
急
業
務
等
手
当
）

第
十
二
条
の
三

災
害
応
急
業
務
等
手
当
は
、
職
員
が
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し

、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百

二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
災
害
対
策
本
部
が

設
置
さ
れ
た
県
外
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
災
害
応
急
対
策
に
係
る
業
務
の
う
ち
、

管
理
者
が
定
め
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

２

災
害
応
急
業
務
等
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
八
十
円
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
に
掲
げ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
お
け
る
災
害
応
急
業
務
等
手
当
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
額
（

以
下
「
基
本
額
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

日
没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合

基
本
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額

二

管
理
者
が
特
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
区
域
で
行
わ
れ
た
場
合

基
本
額
の
百
分
の
百
に
相
当
す

る
額

第
十
四
条
第
三
項
中
「
有
害
物
取
扱
手
当
及
び
用
地
取
得
等
交
渉
業
務
手
当
」
を
「
有
害
物
取
扱
手
当

、
用
地
取
得
等
交
渉
業
務
手
当
及
び
災
害
応
急
業
務
等
手
当
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
第
三
号
中
「
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の
」
を
「
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の
（
次
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

看
護
補
助
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
職
員
で
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の

五
千
八
百
円

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
特
定
大
規
模
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
災
害
応
急
業
務
等
手
当
の
特
例
）

職
員
が
、
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
に
係
る
災
害
対
策
基
本

11
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
に
対
処
す
る
た
め

第
十
二
条
の
三
に
掲
げ
る
業
務
に
引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
管
理
者
が
定
め
る
期

間
以
上
従
事
し
た
場
合
の
災
害
応
急
業
務
等
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
額
に
、
当
該
業
務
に
引
き
続
き
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
基
本
額
の

百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
管
理
者
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る

。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ



し
、
改
正
後
の
附
則
第
五
項
の
規
定
は
同
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程

の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
五
号

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
（
令
和
二
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
第
三
号
中
「
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の
」
を
「
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の
（
次
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

看
護
補
助
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
職
員
で
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の

五
千
八
百
円

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用

職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内

払
と
み
な
す
。



給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
狂
犬
病
予
防
の
業
務
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
常
例
と

す
る
者
」
を
「
狂
犬
病
予
防
員
と
し
て
犬
等
の
捕
獲
、
収
容
及
び
処
分
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
者
」
に
、
「
一
」
を
「
二
」
に
改
め
、
同
表
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項

中
「
第
三
条
に
掲
げ

(２)

る
業
務
」
を
「
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
」
に
、
「
一
」
を
「
二
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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